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目的　全国市町村単位の各種統計データを用いて，訪問看護サービスの提供と利用の状況について
過疎地域と全国とで比較検討した。

方法　訪問看護サービスの提供について，過疎地域と全国の①人口10万人・老年人口・ 1 ㎢あたり
の訪問看護ステーション（ST）数，②人口10万人・老年人口・ 1 施設あたりの訪問看護STの
常勤看護師数，③訪問看護サービス提供施設の設置主体別内訳を算出した。訪問看護サービス
の利用について，過疎地域と全国の要介護認定者における④利用割合，⑤ 1 人あたりの利用回
数，⑥訪問看護サービス提供 1 施設あたりの利用人数（月平均値）を，介護区分別に算出した。
上記③を除く全項目について，全国を母集団として過疎地域との相違を母比率の差の検定およ
びｔ検定により検討した。③については，全国の設置主体別内訳を理論値とし過疎地域におけ
る観察値の適合度についてχ2検定を行ったのち，各設置主体別割合に関する残差分析を行った。

結果　訪問看護サービスの提供状況をみると，人口10万人・老年人口・ 1 ㎢あたりの訪問看護ST数，
および人口10万人・老年人口・ 1 施設あたりの訪問看護STの常勤看護師数は，いずれも過疎
地域が全国より有意に少なかった。また訪問看護サービス提供施設の設置主体別内訳は，過疎
地域は全国より営利法人が少なく，社会福祉法人（社協），その他法人，社団・財団，農協，
地方公共団体（市町村等）が多かった。要介護認定者における訪問看護サービスの利用状況を
みると，サービスの利用割合は要支援 1 を除くすべての介護区分において，利用者 1 人あたり
の利用回数はすべての介護区分において，訪問看護サービス提供 1 施設あたりの利用人数（月
平均値）は要支援 1 を除くすべての介護区分においても過疎地域が全国より有意に少なかった。

結論　過疎地域は全国と比較して，人口および面積あたりの訪問看護ST数と常勤看護師数が少な
く，訪問看護サービス提供施設の設置主体は営利法人が少なく地方公共団体が多く，要支援 1
を除くすべての要介護認定者において利用割合が少なかった。利用者 1 人あたりの利用回数と，
訪問看護サービス提供 1 施設あたりの利用人数も少ないことが明らかとなった。
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Ⅰ　緒　　　言

　高齢化が進行する日本では，後期高齢者の人
口割合が2040年には20.2％（2019年現在14.7％）
を占めると推計されている1）。2015年度末の後

期高齢者の要介護認定を受けた人の割合は23.5
％で，前期高齢者（2.9％）と比較して高く2），
高齢化の進行によりさらに要介護者が増加する
ことが予想される。大夛賀らの調査では，要介
護者の19.4％は医療処置を必要とし，68.0％が
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訪問看護サービスを週平均2.4回利用していた3）。
訪問看護サービスとは，介護保険または医療保
険を利用して，医師の指示に基づき看護師など
が居宅を訪問して健康観察や医療的ケアなどを
提供するものである。社会保障審議会資料（厚
生労働省）によれば，平成27年時点で医療保険
による利用が約17.1万人（保険局医療課調べ，
平成27年 6 月審査分より推計），介護保険によ
る利用が約39.6万人（介護給付費実態調査，平
成27年 6 月審査分）と，訪問看護サービスの利
用者の約 2 ／ 3 は介護保険を利用している４）。
　訪問看護サービスの利用には，要介護度や社
会経済属性等の個人要因および居住地の訪問看
護サービス提供施設数や事業者数等の地域要因
が関連している。個人要因については，介護保
険による訪問看護サービス利用者の過半数は要
介護度 3 以上の中重度の要介護者であり，要介
護度 ４ ・ ５ に該当する重度の要介護者における
利用者の割合（利用率，％）が高く５）-７），重度
の要介護者ほど 1 人あたりの利用回数が多い５）

ことが報告されている。また，S県M町におけ
る調査から，ADLが低い者８）や過去 2 年間の入
院経験がある者８）で訪問看護サービスの利用割
合が高い９）ことが報告されている。さらに，要
介護者や家族の意思10），医療依存度3）９），訪問看
護サービス利用についての理解11）などの要因も
関係する。一方，地域要因については，訪問看
護サービスを提供する訪問看護ステーション
（以下，訪問看護ST）の設置は地域による偏
在が大きく12），居住する市町村内の訪問看護
サービス提供施設数と在宅の要介護者が訪問看
護を利用する確率には正の関連がある13）ことが
報告されている。
　訪問看護サービスは，訪問看護STおよび医
療施設（病院・診療所等）により提供されるが，
前者による提供が介護保険サービス利用分の
96.2％，医療保険サービス利用分の77.3％12）と，
大半を占めている。全国の訪問看護ST数は
2010～2021年の12年間で2.27倍に増加し，2021
年には届出数13,459施設，稼働数13,003に達し
たが14），その一方で，訪問看護STが設置され
ていない自治体も全国の29.7％（市の1.8％，

町の46.2％，村の86.4％）に存在する15）。2020
年 ４ 月現在，全国の1,719市町村のうち817市町
村（47.5％）が過疎地域市町村に指定されてい
ることから16），過疎地域では訪問看護STの設
置が極めて少ないことがうかがえる。
　「過疎地域」とは，過疎地域自立促進特別措
置法に基づく人口要件（高い人口減少率と高い
高齢者比率または低い若年者比率）と財政力要
件（低い財政力指数）のいずれも該当する市町
村である17）。過疎地域市町村，過疎地域とみな
される市町村，過疎地域とみなされる区域のあ
る市町村は全国であわせて817にのぼる（2017
年 ４ 月 1 日現在）17）。過疎地域の訪問看護サー
ビス提供に関わる問題点として，これまでに広
域移動の困難，訪問看護を担う人材確保や訪問
看護ST運営の困難さ等が報告されていること
から18）-22），過疎地域では訪問看護STの設置数
や人的資源が十分でなく，訪問看護サービスを
必要とする要介護者の利用が少ないことが推測
される。しかし，先行研究７）21）22）では特定の県
や特定の過疎地域に関する分析，調査による主
観的回答データの分析にとどまっており，全国
レベルでの過疎地域の訪問看護サービスの提供
や利用の実態については明らかでない。そこで
本研究では，各種統計資料から全国市町村単位
のデータを用いて，訪問看護サービスの提供
（訪問看護STの設置，看護師の配置等）と利
用（要介護認定者の訪問看護サービス利用等）
の状況について過疎地域と全国とで比較検討し
た。

Ⅱ　方　　　法　

（ 1）　本研究で用いた過疎地域および全国の基
礎自治体のデータ

　2017年 ４ 月 1 日現在，過疎地域に指定されて
いる全国817市町村（「過疎地域市町村」647市
町村，「過疎地域とみなされる市町村」25市町
村，「過疎地域とみなされる区域のある市町
村」145市町村）17）のうち，人口・面積・介護保
険に関するデータが入手可能な「過疎地域市町
村」647町村を，本研究における「過疎地域」
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と定義した。また「全国」は，介護保険の保険
者の全市町村と東京23区の基礎自治体1,741
（2017.4.1現在）を示す。

（ 2）　分析項目
1）　訪問看護サービスの提供状況

　①在宅医療にかかる地域別データ集23）から，
介護サービス施設・事業所調査（2019.10.1現
在）の訪問看護ST数のデータを用いて，各自
治体の人口および65歳以上人口（以下，老年人
口），面積のデータを基に，過疎地域と全国そ
れぞれの「人口10万人あたり・老年人口あた
り・ 1 ㎢あたりの訪問看護ST数」を算出した。
なお，人口および老年人口のデータは住民基本
台帳（2019.1.1現在），面積のデータは全国都
道府県市区町村別面積調（2020.10.1現在）に
よる。
　②在宅医療にかかる地域別データ集23）から
2018年の市町村別常勤看護師数のデータを，ま
た各自治体の人口および老年人口のデータを用
いて，過疎地域と全国それぞれの「人口10万人
あたり・老年人口あたり・ 1 施設あたりの訪問
看護STの常勤看護師数」を算出した。
　③都道府県介護サービス情報公表システムか
ら，介護情報サービス（医療介護情報局）24）の
データ（2020年 ５ 月取得）を用いて，過疎地域
と全国それぞれの「訪問看護サービス提供施設
の設置主体別内訳」を算出した。なお，この
データの訪問看護提供施設には，訪問看護ST
以外に訪問看護サービスを提供する病院・診療
所も含まれる。　
2）　訪問看護サービスの利用状況

　④平成30年度介護保険事業状況報告（年報）25）

（2017.3～2018.2）のデータを用いた。対象自
治体数は広域連合を組織していることから，過
疎地域の区分ができない自治体を除き，保険者
の所在地により過疎地域は544，全国は1,525と
した。それぞれの要介護認定者における「訪問
看護サービスの利用割合」および「利用者 1 人
あたりの利用回数」を介護区分別に算出した。
　⑤都道府県介護サービス情報公表システムか
ら，介護情報サービス（医療介護情報局）24）の

データ（2020年 ５ 月取得）を用いて，過疎地域
と全国それぞれの「訪問看護サービス提供 1 施
設あたりの利用人数（月平均値）」を，介護区
分別に算出した。

（ 3）　分析方法
　前記の③を除く項目について，全国データを
母集団として過疎地域データとの相違を母比率
の差の検定およびｔ検定により検討した。③に
ついては，全国の訪問看護サービス提供施設の
設置主体別内訳を理論値として過疎地域におけ
る観察値の適合度についてχ2検定を行ったの
ち，各設置主体別割合に関する残差分析を行っ
た。分析にはIBM SPSS Statistics Ver. 28 for 
Windowsを用いて，有意水準は ５ ％とした。

（ ４）　倫理上の配慮　
　本研究で使用している介護情報サービスの
データは，厚生労働省（地方厚生局）や都道府
県が公表しているオープンデータを集約した医
療介護情報局24）から入手している。これらは，
事業所名等を一部匿名化して公開されており，
把握した個別情報については公表していない。
また，人口動態統計も公開されている情報を用
いていることから，個人情報保護に関係する問
題は生じない。

Ⅲ　結　　　果

（ 1）　訪問看護サービスの提供状況に関する過
疎地域と全国の比較　

　訪問看護ST数および訪問看護STの常勤看護
師数を表 1 に示す。訪問看護ST数は，人口10

表 1　訪問看護ステーション（ST）数および訪問看護STの常勤看護師数
過疎地域 全国 ｐ値

（ｔ検定）
訪問看護ST数（施設） 706 11 580

人口10万人あたり  6.40± 8.67   7.35±  6.74 0.006
老年人口あたり 16.09±21.71  23.13± 20.26 ＜0.001
1 ㎢あたり  0.07± 0.20   0.09±  0.24 ＜0.001

訪問看護STの常勤看護師数（人） 3 117 60 408
人口10万人あたり 26.32±39.09  34.88± 34.78 ＜0.001
老年人口あたり 66.19±96.39 111.52±109.43 ＜0.001
1 施設あたり  4.24± 1.92   4.90±  2.08 ＜0.001

注　±標準偏差
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万人あたり（過疎地域6.40施設，全国7.35施
設），老年人口あたり（過疎地域16.09施設，全
国23.13施設）， 1 ㎢あたり（過疎地域0.07施設，
全国0.09施設）のいずれも，過疎地域が全国に
比して有意に少なかった。訪問看護STの常勤
看護師数も，人口10万人あたり（過疎地域26.32
人，全国34.88人），老年人口あたり（過疎地域
66.19人，全国111.52人）， 1 施設あたり（過疎
地域4.24人，全国4.90人）のいずれも，過疎地
域が全国に比して有意に少なかった。　
　訪問看護サービス提供施設の設置主体別内訳
を表 2に示す。過疎地域と全国とでは設置主体
の内訳が有意に異なり，過疎地域では医療法人
（32.5％）が，全国では営利法人（47.2％）が
最も多かった。また，設置主体ごとの割合をみ
ると，過疎地域では全国と比して営利法人が少
なく，社会福祉法人（社協），その他の法人，
社団・財団，農協，地方公共団体（市町村等）
が多かった。

（ 2）　訪問看護サービスの利用状況に関する過
疎地域と全国の比較

　過疎地域と全国の要介護認定者における介護
区分別の利用状況は，表 3のとおりである。訪
問看護サービスの利用割合は，要支援 1 を除く
すべての介護区分の認定者で過疎地域が全国よ
り有意に少なかった。利用者 1 人あたりの利用
回数は，すべての介護区分の認定者で過疎地域
が全国より有意に少なかった。

　過疎地域と全国における訪問看護サービス提
供施設 1 施設あたりの利用人数（月平均値）は，
要支援 1 を除くすべての介護区分の認定者で過
疎地域が全国より有意に少なかった（表 ４）。

Ⅳ　考　　　察

　訪問看護サービスの提供について分析した結
果，過疎地域の訪問看護ST数（人口比および
老年人口比）は，全国と比較して少ないことが
明らかとなった。宮澤は，関東地方における介
護保険サービスの地域的偏在と事業者参入の関
係に着目した研究のなかで，訪問看護のような
訪問型サービスの設置数は都市部，特に東京区
部とその周辺に多い26）ことを報告している。人
口密度の低い過疎地域に関する本結果からも，
同様の知見が得られたといえる。さらに，過疎
地域の訪問看護STの常勤看護師数（人口10万
人あたり，老年人口あたり， 1 施設あたり）も，
全国と比較して少ないことが明らかとなった。

表 2　訪問看護サービス提供施設の設置主体別内訳
（単位　施設，（　）内％）

過疎地域 全国
適合度
のχ2

検定

調整済
標準化
残差

総数 919（100.0） 12 254（100.0）
医療法人 299（ 32.5） 3 491（ 28.5） ＜0.001 1.85    
営利法人 217（ 23.6） 5 783（ 47.2） 14.31***
社会福祉法人（社協） 14（  1.5） 72（  0.6） 3.88***
社会福祉法人（社協以外） 55（  6.0） 649（  5.3） 0.85    
NPO法人 14（  1.5） 176（  1.4） 0.25    
その他の法人 44（  4.8） 382（  3.1） 2.86**　
社団・財団 86（  9.4） 778（  6.3） 4.36***
生協 6（  0.7） 194（  1.6） 2.34*　　
農協 17（  1.8） 84（  0.7） 4.47***
地方公共団体（市町村等） 137（ 14.9） 343（  2.8） 23.83***
地方公共団体（都道府県） 6（  0.7） 14（  0.1） 5.04***
その他 24（  2.6） 288（  2.4） 0.34    

注　*ｐ＜0.05，**ｐ＜0.01，***ｐ＜0.001

表 3　要介護認定者の訪問看護サービス利用状況
過疎地域 全国 ｐ値1）

訪問看護サービスの
利用割合（％）

要支援 1 3.1 3.6 0.797
要支援 2 5.4 5.9 0.046
要介護 1 6.3 7.4 ＜0.001
要介護 2 7.3 9.2 ＜0.001
要介護 3 5.6 7.7 ＜0.001
要介護 ４ 5.2 7.7 ＜0.001
要介護 ５ 6.0 9.5 ＜0.001

利用者 1 人あたりの
利用回数（回）

要支援 1 5.2 5.5 0.036
要支援 2 7.0 7.5 0.003
要介護 1 6.1 6.9 ＜0.001
要介護 2 7.2 7.8 0.006
要介護 3 6.8 7.8 ＜0.001
要介護 ４ 7.3 8.2 ＜0.001
要介護 ５ 8.8 9.6 0.035

注　1）　母比率の差の検定

表 ４　訪問看護サービス提供 1施設あたりの利用人数（月平均）
（単位　人）

過疎地域 全国 ｐ値（ｔ検定）
要支援 1 2.11±3.45  2.19± 3.91 0.470
要支援 2 3.34±5.11  4.42± 7.85 ＜0.001
要介護 1 7.18±8.25  9.26±12.19 ＜0.001
要介護 2 7.31±8.10 10.50±14.15 ＜0.001
要介護 3 5.00±5.89  7.08± 9.38 ＜0.001
要介護 ４ 4.73±5.57  6.61± 8.45 ＜0.001
要介護 ５ 4.41±5.56  6.53± 8.21 ＜0.001
注　±標準偏差
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したがって，過疎地域は，訪問看護STの数も，
そこで働く看護師の数も少ないことから，提供
できる訪問看護サービス量が少ないことが示唆
された。
　これまで，過疎地域の訪問看護サービス提供
に関わる問題点として以下のような点が指摘さ
れてきた。普照らは，某県内の過疎地域の国保
病院，国保診療所（公営診療所を含む）13施設
の看護職において，訪問看護サービスを提供す
るうえで困っていることとして「患者の希望す
る時間帯に訪問ができない」や「対象者宅まで
が遠い」などの意見があげられた22）ことを報告
している。李らは，某県内の過疎・高齢化が進
む地域の調査において，訪問看護STは広範囲
の訪問看護エリアをカバーする必要性があり，
「長距離移動の負担」「豪雪時の訪問調整」「緊
急時の訪問困難」が問題となっていることを指
摘している18）。また，Ａ県の山間部にある訪問
看護STの管理者を対象とした調査においては，
移動の困難さや訪問看護を担う人材の確保が困
難であることが課題となっていた19）。15都道府
県の訪問看護ST協議会を対象に実施した調査
結果からも，過疎地域における訪問看護サービ
ス提供の課題として「サービス量の不足」「移
動にかかる負担が大きいこと」「関係機関への
情報提供の不足」「地域の医療・介護資源の不
足」「訪問看護STの運営の困難さ」があげられ
ている20）。本結果はこれらを裏付けるもので
あったといえる。
　また，過疎地域の訪問看護サービス提供施設
の設置主体をみると，医療法人が 3 割で最も多
いほか，全国で半数近くを占める営利法人が
1 ／ ４ 以下で有意に少なく，地方公共団体（市
町村等）や社団・財団の占める割合が有意に多
かった。本結果は，愛知県の中山間部にある病
院において訪問看護師が診療外の時間に訪問看
護サービスに対応しているとの実態報告や21），
関東地方の山間部では訪問看護サービスの提供
事業者は非法人の医療機関（個人経営の病院や
診療所など）が多い26）との報告と整合する。ま
た，介護保険法では，地方自治体は被保険者が
可能な限り，住み慣れた地域でその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う，保険給付に係る保健医療サービスについて
包括的に推進するよう努めることが責務となっ
ているが27），過疎地域では特に地方公共団体が
自ら設置主体となり，訪問看護サービスを提供
している傾向が示唆された。
　次に，要介護認定者の訪問看護サービス利用
状況を分析した結果，過疎地域は全国と比較し
て，要支援 1 を除く要介護認定者すべてにおい
て，サービスの利用割合が少なく利用者 1 人あ
たりの利用回数が低く，訪問看護サービス提供
1 施設あたりの利用人数も少ないことが明らか
となった。本結果は，訪問看護STの規模別の
看護提供状況に関する研究から28）， 3 人未満の
訪問看護STの47.3％が「訪問看護サービスの
依頼数が少ない」と回答し，施設の規模が小さ
いほど依頼数が少ない傾向がみられたことと整
合する。
　以上のことから，過疎地域では全国と比較し
て，訪問看護ST数および訪問看護STの常勤看
護師数が少なく，訪問看護STの設置主体は営
利法人が少なく地方公共団体が多いこと，また
要支援 1 を除く要介護認定者すべてにおいて訪
問看護サービスの利用割合および利用者 1 人あ
たりの利用回数が少なく，訪問看護サービス提
供 1 施設あたりの利用人数も少ないことが，実
証された。本知見は，居住する地域のサービス
供給量とサービス利用に正の関連があること13）

を裏付けたものといえる。これまで過疎地域に
おける訪問看護サービスの提供および利用の状
況については，特定地域での調査による主観的
データを用いた検討18）19）にとどまっていたが，
本研究から初めて全国市町村単位の統計データ
を用いた客観的状況が実証された。
　本研究の限界と課題を述べる。本研究では介
護保険による訪問看護サービスの利用状況を分
析したため，医療保険による利用状況について
は明らかでない。また，訪問看護サービスの利
用には要介護度だけでなく，要介護者本人と家
族の希望や訪問看護サービス利用に関する理解
が大きく関わるが，本研究では利用人数や回数
のみを分析しており，利用者側の意向や利用
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サービスの内容については検討していない。今
後さらに，医療保険による利用状況，自宅療養
を希望する者のニーズや利用したサービスの内
容も含めて多角的な実証検討が必要である。

Ⅴ　結　　　論

　過疎地域では，全国と比較して，訪問看護
サービスの提供が少なく，要支援 1 を除くすべ
ての要介護認定者において訪問看護サービスの
利用が少ないことが明らかとなった。
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